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日本教職員組合 2022年調査
「学校現場の働き方改革に関する意識調査」
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教員長時間労働の弊害

命・健康
生活
時間

離職 教育の質 社会全体
の課題

教員の家族（子ども・介護等）

非正規教員による代替

ジェンダー不平等
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教員・労働時間規制の枠組み

【憲法27条2項】 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこ
れを定める。

↓

【労基法1条2項】 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよ
り、その向上を図るように努めなければならない。

【現状】「給特法の基本構造・・・給与条例上の時間外勤務手当等を不支給
とし（条文略）、あるいは、労働基準法37条の時間外割増賃金等に関する規
定を適用除外としていること（条文略）については、もはや正当化が困
難・・・は、少なくとも、給特法による労基法37条の適用除外が憲法
27条２項に違反する状態に至っていることを意味する。」

（連合総研『日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究報告書』、
2023年９月・181頁～） 
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給特法
時間外勤務を命じることができる場合

「超勤4項目」（1生徒の実習、2学校行事、3職員会議、4非常災害、児童生徒の指導に関

し緊急の措置を必要とする場合等）

＝ 給料月額４%の教職調整額を支給する代わり
に残業代を支給しない

⇒ 原則・時間外勤務は行わせない

← 実態と乖離
＊自主的活動として「労働時間」ではないとする運用
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埼玉県（小学校教員・時間外割増賃金請求）事件／埼玉県（超過勤務手当）事件
さいたま地判令和３年１０月１日労働判例１２５５号５頁

「教員の業務は、その自主的で自律的な判断に基づくものと校長の指揮命令
に基づくものが、日常的に渾然一体として行われているため、これを峻別する
ことは極めて困難であり、管理者たる校長において、その指揮命令に基づく
業務に当該教員が従事している時間を特定して、厳密に時間管理することが、
現状では事実上不可能であることは既に指摘したとおりであり、このような教
員の職務の特殊性を踏まえ、給特法が、一般労働者と同じ定量的な労働時
間の管理にはなじまないものとして、労基法３７条の適用を排除し、時間外で
行われる職務を包括的に評価した結果として、教職調整額を支給するものと
しつつ、時間外勤務命令を発することのできる場合を超勤４項目に限定する
ことで、同条の適用排除に伴う教員の勤務時間の長期化を防止しようとしたも
の」
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給特法1条 この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様
の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。



労働法的な労働時間抑制
：労基法の枠組み

罰則付き上限規制

残業代
（割増賃金）

厳格な労働時間把握

×在校等時間 持ち帰り！！
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給特法が阻害
（適用除外等）



公立学校教員の労働時間法制の在り方
に関する意見書

日本労働弁護団
2023/8/18

意見書はこちらから

朝日新聞記事



意見書の要旨1

• 教員の長時間労働の実態
＝過労死ライン超過が長年放置／過労死・休職者等

• 教員不足・未配置問題 ＝ 教育の質低下
∵教員の長時間労働 → 離職者増・志願者減少不足

⇒ 人権侵害
教員の労働基本権（憲法27条2項等）＆子ども達の教育を受ける権利（憲法26条）

＊子ども達の「お手本」とならない働き方を止めるべき



意見書の要旨2

•法的要因 ＝ 給特法 （第３ 給特法の仕組み及び同法下での実状につ
いて）

・給特法の成立過程

→ 時間外勤務手当の支給を免れさせる目論みで成立

・問題点

①働かせ放題を生み出す労働法的構造
＊36 協定の上限規制や残業代支払いによる時間外勤務への抑止が機能せず

→ ビルド＆ビルド

②「自主的」「自発的」な業務への取組みであるとされ労働時間管理すらされて
いない

＊「在校等時間」は労働時間管理の代替にはならない
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意見書の要旨3
【弁護団の意見】 給特法の廃止または抜本的な見直し

どう変わる？
①36 協定を通じ学校毎に集団的な労使自治で残業規制
②時間外勤務手当等を支給
③厳格な労働時間把握の徹底
④教職調整額を廃止しても給与等の引き下げにならぬような対処
＊賃金面の「魅力」維持／人材確保法「必要な優遇措置」
⑤新たに導入されるべき制度
＊勤務間インターバル制度の創設
＊代替休暇（代償休暇）制度の創設
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意見書の要旨4 ：給特法廃止等への懸念は杞憂

①36 協定締結による負担への懸念

②教員の業務の特殊性への懸念

← 私学教員・専門業務型裁量労働・高度プロフェッショナル制度との比較

＊職場風土こそ変えねばならない
③教員の職務の専門性・創造性との関係は？

④教員に超勤4項目以外の事由で時間外労働を拒否する権利が失われる？

⑤教員不足解消や教員の定数増を優先して予算を確保すべき？
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意見書の要旨5
給特法改廃だけで解決？

• それだけでは解決しない
労使自治等で労働時間削減を進めるための労働法的な観点から制度的基盤

→ 労働法的な労働時間規制の常識を公立教員にも取り入れる
→ 法的阻害要因の除去なくして職場風土も変えられない

＝ 給特法を変えねば永久に長時間労働は変わらない

＊当事者（教員・教職員労働組合）の意見を尊重して制度制定を！
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当事者・主権者として声をあげよう！！

＃教師のバトンをつなげない
→ YouTubeコメント欄

→ 旧Twitter



ありがとうございました
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